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はつらつパスポート 
～みんなで連携編～の活用に 

ついてのお願い 



はつらつパスポート 
～みんなで連携編～について 

ご本人・ご家族、医療・介護・福祉スタッフ
間で情報を共有することで、ご本人に医療や介
護サービスを安心して使っていただけるように
すること。 

災害時、入退院時、救急時に支援スタッフが
ご本人の情報を把握できるようにすること。 
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目的 



はつらつパスポート 
～みんなで連携編～について 

①ワーキングの実施 

②意見交換 

 介護家族の会・地域包括支援センター・主任介護支援専門員 

③調査 
  はつらつパスポート～みんなで連携編～ 

                                                 使い方に関するアンケート 

 はつらつ長寿のための６項目チェックの試行 
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改訂の経過 



配布について 

4 

令和２年４月中旬 

配布開始日 

対象者 

①要支援・要介護認定者 

②新規で認定申請をされる方 



配布について 

5 

市役所窓口で申請された方については、順
次配布してまいりますが、現在認定をお持ち
の方、新しく申請をされた方でパスポートを
お持ちでない方への配布をお願いします。 

改訂後のパスポートのお渡しについては、
準備が整い次第改めてご案内します。 

お願い 



活用についてのお願い 

表紙裏面のポケットに担当ケ

アマネジャーの方の名刺を入れ

ていただくようお願いします。 
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※ ※ 

担当ケアマネジャーの名刺について 



活用についてのお願い 

主治医にご本人の状態の変化を知っていた

だくために、状態が変わったときにチェック

をしていただきますようお願いします。 
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はつらつ長寿のための６項目チェックについて 



活用についてのお願い 

①３回目の訪問までに、 

 初回のチェックをしてください。 
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はつらつ長寿のための６項目チェックについて 
                       【注意事項】 



活用についてのお願い 

②ご本人(可能であればご家族)と一緒にチェッ 

 クしてください。ご本人やご家族と意見が 

 違った場合は調整していただき、困難な場 

 合はご本人の意見を元に選択してください。 
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はつらつ長寿のための６項目チェックについて 
                       【注意事項】 



活用についてのお願い 

③頻度やできる・できないの項目には基準は 

 ありません。ご本人、ご家族、ケアマネ 

 ジャーの方の主観で選択してください。 
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はつらつ長寿のための６項目チェックについて 
                       【注意事項】 



活用についてのお願い 

④２回目以降のチェックはいつの選択か見分 

 けがつくように、ペンの色を変えて実施し 

 てください。 
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はつらつ長寿のための６項目チェックについて 
                       【注意事項】 



活用についてのお願い 

主治医やご本人・ご家族等との連絡ノート

としてご利用いただけます。連絡事項が記載

されている場合がありますので、ご確認をお

願いします。 
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フリーページについて 
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ケア倶楽部登録・閲覧のお願い 



ケア倶楽部登録・閲覧のお願い 

配信内容 

①市からのお知らせや通知 

②介護保険制度に関する国の動向、最新情報等 
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ケア倶楽部について 



ケア倶楽部登録・閲覧のお願い 

①ケア倶楽部でご案内した内容については、 

 他の方法でのご案内は行っておりません。 

②掲載期間が過ぎれば閲覧できなくなります。 

③サービス内容によってご案内する内容が異 

 なる場合があります。 

15 

注意点 



ケア倶楽部登録・閲覧のお願い 

長寿介護課認定係(kaigohoken@city.ibaraki.lg.jp)

まで、メールにてご連絡ください。その際、

確認が必要な事業所名の記載をお願いします。 
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ID・パスワードの確認方法について 


